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Ⅰ．平成31年度航空局関係予算の基本方針

１

2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会の成功に向けた総仕上げの年で

ある平成３１年度においては、首都圏空港の機能強化をはじめとする｢2020年航空

新ステージ｣に向けた以下の諸事業を推進します。

１．首都圏空港の機能強化

○ 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会の開催とその先を見据え、首都圏空港の

機能強化に向けて、羽田空港の飛行経路の見直し等により、2020年までに羽田・成田両空

港の空港処理能力を約８万回拡大することに取り組みます。また、国際競争力の強化等に必

要となる施設の整備を引き続き重点的に実施します。

２．地方空港等のゲートウェイ機能強化

○ 訪日外国人旅行者の目標2020年4000万人、2030年6000万人の実現に向けて、更なる航空

需要に対応するため、

ⅰ) 那覇空港・福岡空港の滑走路増設事業、CIQ施設を含めたターミナル地域の機能強化等

ⅱ) 民間の資金と創意工夫を活かす空港運営の民間委託(コンセッション)の推進

ⅲ) 「訪日誘客支援空港」への支援等による国際線の新規就航・増便の促進

等に取り組みます。

３．航空イノベーションの推進

○ ストレスフリーで快適な旅行環境の実現を目指し、世界最高水準の旅客サービスを提供す

るため、先端技術の活用により、旅客が行う諸手続や空港内の動線等を抜本的に革新し、

空路に係る一気通貫での円滑化等を通じた旅客満足度の向上を図る取組（FAST TRAVEL）

や、地上支援業務の省力化・自動化を図る取組、管制空域の抜本的再編等による管制処理

容量の拡大等、航空イノベーションを推進します。

４．セキュリティ･セイフティの万全な確保

［１］ 航空保安対策の強化

○ テロに強く安全で安心できる快適な空港を目指し、先進的な保安検査機器の導入促進等に

より、航空保安対策を更に強化していきます。

［２］ 安全で安定的な運航の確保

○ 空港の耐震対策・老朽化対策等を着実に実施するとともに、国産旅客機の安全性審査、

小型航空機対策、無人航空機対策等に取り組みます。

また、人口減少社会に直面する我が国において増大する航空需要に今後とも的確に対応

していくため、操縦士をはじめとする人材の確保・育成に取り組みます。

上記の他、平成30年台風第21号や平成30年北海道胆振東部地震等最近の災害に鑑

み実施した「重要インフラの緊急点検」の結果を踏まえ、航空輸送上重要な空港等におい

て、護岸の嵩上げによる浸水対策など、３年間集中で講じる緊急対策を実施します。



２

Ⅱ．平成31年度航空局関係予算総括表

１．自動車安全特別会計 空港整備勘定収支

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出

　 合　　　　計 4,288 （ 4,309 ） 合　　　　　計 4,288 （ 4,309 ）

（　 ）内は前年度予算

（注） １．「一般会計より受入」には、「新しい日本のための優先課題推進枠」措置分１２０（１３４）億円を含む。

　　 ２．「雑収入等」には、福岡空港の運営権対価の毎年度分割金１５３（３０年度は一時金２１６）億円を含む。

　　 ３．「羽田空港」には、「新しい日本のための優先課題推進枠」措置分１２０（１３４）億円を含む。

　　 ４．「羽田空港」及び「一般空港等」には、「重要インフラの緊急点検を踏まえた緊急対策」に関する臨時・特別措置分１３９（－）億円を含む。

　　 ５．「空港等維持運営費等」には、財政投融資等の借入金償還経費３９３（４２９）億円を含む。

　　 ６．この表には、一般会計に計上の工事諸費を含む。

　　 ７．この表には、平成13年度二次補正において措置されたNTT-A資金の償還関係の２６（２６）億円を含まない。

　　 ８．計数は端数処理の関係で合計額に一致しない。

（単位：億円）
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一 般 会 計 よ り 受 入 894

（単位：百万円）

平成31年度
予 算 額

平成30年度
予 算 額

増 ▲ 減 額 備 考

2,094 2,238 ▲143

Ｉ Ｃ Ａ Ｏ 経 費 695 667 28
操縦士等の養成・確保の促進 83 92 ▲9 ・

小型航空 機の 安全対策 60 52 8 ・ 先進的な技術の活用調査　等

無人航空 機の 安全対策 70 54 17

地方空港の国際線利用者拡大

（地方空港受入環境整備事業）
799 1,000 ▲201 ・

・

地方空港への国際線新規就航・増便促進
航空旅客の受入環境高度化

持続可能な地域航空の実
現に向けた協業の促進

16 - 16 ・ 系列を超えた会社間の販売連携による需要
拡大のための調査

次世代航空機の安全性審
査方法の調査

10 - 10 ・ 諸外国における安全性審査･実証実験の実
施状況等の調査

そ の 他 物 件 費 361 373 ▲12 ・
・

国産旅客機の開発に伴う安全性審査
地方航空路線活性化プラットフォーム事業
等

2,108 2,079 29

4,203 4,317 ▲114

2,523 2,466 57
運 営 費 交 付 金 2,523 2,381 142 ・ 操縦士の供給体制強化　等

施 設 整 備 費 補 助 金 0 85 ▲85

6,726 6,783 ▲57

（注） 計数は端数処理の関係で合計額に一致しない。

合　　　　　　　計

航 空 局 政 策 経 費

地 方 航 空 局 経 費

操縦士養成訓練プログラムの効率性向上
等に関する調査　等

区　　　　　　　　分

小　　　　　　　　　計

独 立 行 政 法 人 航 空 大 学 校

第三者上空の飛行に向けた検討・調査　等・

２．一般会計（非公共予算）



１．首都圏空港の機能強化

＜事業の概要＞

【平成３１年度 主要整備事項】

羽田空港においては、首都圏空港の機能強化に向けて、飛行経路の見直し等により２０２０年までに
空港処理能力を約４万回拡大する取組を進めています。

平成３１年度予算では、飛行経路の見直しに必要な航空保安施設、誘導路等の施設整備、ＣＩＱ施設
整備、環境・落下物対策並びに重要インフラの緊急点検の結果を踏まえた対策として多摩川沿いの護
岸の整備等を実施するとともに、駐機場の整備、国際線・国内線地区を結ぶトンネル（際内トンネル）の
整備、川崎市・羽田空港を結ぶ連絡道路の整備、滑走路等の耐震対策及び基本施設・航空保安施設
等の老朽化に伴う更新・改良を実施します。

（１）羽田空港

３

Ａ滑走路

Ｃ滑走路

際内トンネル整備

連絡道路整備（空港側取付部）

①

①

③

③

②

②

飛行経路の見直しに必要な施設整備
①航空保安施設整備 ②誘導路新設
③進入灯整備 等

川崎市

②

②

（凡例）
： 国際線
： 国内線

第２ターミナルビル

第１ターミナルビル

国際線ターミナルビル

ＣＩＱ施設整備

国内線東貨物地区

国内線西貨物地区

滑走路等耐震対策

駐機場整備

うち「新しい日本のための優先課題推進枠」
［ 羽田：１２０億円 ］

３１年度予算額 ７３３（７１２）億円

※（ ）内は前年度予算

空港機能の拡充

 基本施設・航空保安施設等の老朽化に伴う更新・改良により、航空機の安全な運航を確保

老朽化対策

 護岸等の整備により、台風等による浸水への対策を強化
 夜間駐機場の整備により、拠点空港機能を拡充
 国際・国内の乗継ぎ経路の拡充等により、利便性を向上
・際内トンネル整備、連絡道路整備（空港側取付部）

 滑走路等の耐震対策により、地震発生後も航空ネット
ワークの機能低下を最小化

 飛行経路の見直しに必要な施設整備等によ
り、空港処理能力を拡大
・航空保安施設整備、誘導路新設、進入灯整備

・ＣＩＱ施設整備 等

機能強化（４万回対応）

 羽田空港の機能強化に伴う、学校・保育所等の防音工事に対する補助（予算額は２.(５)に含む。）

環境対策

＜参 考＞
空港処理能力の拡大に伴って、ＰＦＩ事業者等による旅客ターミナルの拡充を実施。（2020年3月末供用予定）

（１）現国際線ターミナルの拡充（搭乗橋（ＰＢＢ）ほか旅客増に伴い必要な施設を整備）
（２）第２ターミナルの拡充（南側に新たに国際線対応施設を整備、国内線東貨物地区に国内線対応施設を整備）
※第２ターミナルへの国際線対応施設の整備に伴い「国際線ターミナル」を「第３ターミナル」に名称変更予定（2020年3月末予定）

護岸整備

護岸整備
多摩川

駐機場整備



（２）成田空港

（会社事業）
エプロン整備

成田空港庁舎耐震対策
（管制塔、滑走路等は対策済み）

第１ターミナル

第３ターミナル
第２ターミナル

Ａ滑走路（4,000ｍ）

Ｂ滑走路（2,500ｍ）

ＣＩＱエリアの機能向上
（施設整備）

成田空港においては、首都圏空港の機能強化に向けて、高速離脱誘導路の整備等により２０２０
年までに空港処理能力を約４万回拡大する取組を進めております。

第３滑走路の整備をはじめとする更なる機能強化については、四者協議会（国、千葉県、空港周辺
９市町、空港会社による協議会）において最終合意がされたことから、今後はその実現に向けて必要
な取組を進めて参ります。

平成３１年度予算では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたＣＩＱエリアの機能向上
のための施設整備をはじめ、庁舎耐震対策、航空保安施設の老朽化更新等を実施します。

＜参 考＞
○会社事業（約９８１億円）

平成３１年度は、高速離脱誘導路やエプロンの整備、第３ターミナルの能力増強等を実施します。
※会社事業費は、全て会社の自己財源で対応。なお、会社事業費及び事業内容は現在の見込み。

【平成３１年度 主要整備事項】

＜事業の概要＞

（会社事業）
第３ターミナル能力増強

４

３１年度予算額 ８１（５２）億円
※（ ）内は前年度予算

（会社事業）
高速離脱誘導路の整備
※Ｂ滑走路及びＡ滑走路の一部の高速離脱誘
導路は平成30年12月6日に供用を開始



５

（１）関西空港・伊丹空港

関西空港及び伊丹空港においては、多額の債務の早期かつ確実な返済を図りつつ、関西空港
の国際拠点空港としての機能の再生・強化及び両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西圏に
おける航空輸送需要の拡大を図るため、平成２８年４月から運営権の設定（コンセッション）により
関西エアポート株式会社による運営が開始され、民間の創意工夫を活かした取組が推進されてい
ます。

平成３１年度は、両空港における航空機の安全な運航を確保するために航空保安施設の更新
等を実施します。

※平成３０年９月の台風第２１号により浸水被害を受けた関西空港において、現下の低金利状況
を活かし、財政融資を活用した支援を行うことで、防災機能の強化を推進します。（詳細は１６頁）

【大阪国際空港（伊丹空港）】【関西国際空港】

航空保安施設の更新等
Ｂ滑走路(3,000m)

(S45.2.5供用)

Ａ滑走路(1,828m)
（S33.3.18 供用）

一期空港島

二期空港島

防災機能の強化
（関西エアポート(株)実施・

新関西国際空港(株)１／２負担）

Ｂ滑走路(4,000m)
(H19.8.2供用)

Ａ滑走路(3,500m)
（H6.9.4供用）

＜事業の概要＞

（２）中部空港

２．地方空港等のゲートウェイ機能強化

ターミナル改修
（関西エアポート(株)実施）

中部空港においては、ＬＣＣの新規就航等により需要回復の傾向にあるものの、完全２４時間
化の実現のためには、地元関係者の一層の努力により需要の拡大を図るとともに、戦略的にフ
ル活用を図っていくことが重要な課題です。

平成３１年度は、航空機の安全な運航を確保するための航空保安施設の更新等を実施すると
ともに、今後のＬＣＣの新規就航等に対応するために、会社事業と連携してＬＣＣ専用ターミナルビ
ルのＣＩＱ施設を整備します。

また、中部圏の航空需要の更なる拡大と現施設のフル活用を図るための検討を地元と連携し
て実施します。

＜参 考＞
○会社事業（約２０８億円）

平成３１年度は、ＬＣＣの増便・新規就航に対応するためのＬＣＣ専用ターミナルの整備（平成３１年度上期
供用開始予定）等を実施します。

※会社事業費は、全て会社の自己財源で対応。なお、会社事業費及び事業内容は現在の見込み。

【中部国際空港】

滑走路(3,500m)
(H17.2.17供用)

ＬＣＣ専用ターミナルビル
予定地

大規模展示場
予定地(愛知県)

＜事業の概要＞

３１年度予算額 ３１（２９）億円
※（ ）内は前年度予算

３１年度予算額 ３９（１７）億円
調査費０．３（０．３）億円を含む

※（ ）内は前年度予算

航空保安施設の更新等



（３）一般空港等

２７００ｍ
×６０ｍ １

３
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０

ｍ

増設滑走路2,500m

現滑走路2,800m

国内線ターミナル

国際線ターミナル

2
1
0
m

○供用開始予定日 ： 平成３７年３月末※

※航空法第４０条に基づく告示

○総事業費 ： 約１,６４３億円※

※他に民間事業費：約２００億円がある。

○３１年度事業内容 ：

用地造成、

滑走路・誘導路・エプロン新設、

無線施設整備 等

空港の利便性向上や航空機の

慢性的な遅延の緩和等を目的とし

て、新千歳空港、福岡空港及び那

覇空港において、ターミナル地域

再編事業を実施します。

その他の地方空港においても、

航空機の増便や新規就航等に対

応するため、エプロン拡張やＣＩＱ

施設の整備等を実施します。

福岡空港については、慢性的に発生しているピーク時の航空機混雑を抜本的に解消するため、

平成３１年４月に予定する空港運営事業の民間委託（コンセッション）により適切な財源を確保

することとして、滑走路増設事業を引き続き実施します。

沖縄県と国内外とを結ぶ人流・物流の拠点として極めて重要な役割を果たしている那覇空港

において、更なる沖縄振興を図るため、工事完了に向けて、滑走路増設事業を実施します。

〇ターミナル地域の機能強化

福岡空港滑走路増設事業

那覇空港滑走路増設事業

〇滑走路増設事業

● 航空需要が急速に拡大する中、空港のゲートウェイ機能を発揮していくため、那覇空港・福
岡空港の滑走路増設事業、ＣＩＱ施設を含めたターミナル地域の機能強化等の受入環境整備
を推進します。

＜事業の概要＞

新千歳空港 国際線ターミナル地域再編事業

フェンス

国際線エプロン

国際線旅客ターミナルビルの
機能向上（ＣＩＱ施設）

南側誘導路の
新設

国際線エプロンの
拡張

６

○工事完了 ： 平成３１年末

供用開始予定日 ： 平成３２年３月末※

※航空法第４０条に基づく告示

○総事業費 ： 約１,９９３億円※

※今後の実施計画策定の中で精査を行う。

○３１年度事業内容 ：

滑走路・誘導路新設、

無線・照明施設整備 等

３１年度予算額 １，０１４（１，１１２）億円

※（ ）内は前年度予算

平成30年10月撮影、(C)DigitalGlobe

滑走路 ： ２，７００ｍ×６０ｍ

１
，
３
１
０
ｍ



航空輸送上重要な空港等において、地震災害時に、緊急物資等輸送拠点としての機能

確保、航空ネットワークの維持、背後圏経済活動の継続性確保や飛行中の航空機の安全

確保を図るため、最低限必要となる基本施設等や管制施設の耐震対策を実施します。

非液状化層

液状化層

〇空港の耐震対策

平成２６年５月に策定された「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」等に基づ
き、定期的な点検等により劣化・損傷の程度や原因を把握し、老朽化の進んでいる施設に
ついて効率的かつ効果的な更新・改良を実施します。

（老朽化した滑走路舗装の改良）（基本施設点検実施状況） （航空保安施設点検実施状況） （老朽化した

●航空の安全・安心を確保するため、空港の耐震対策や老朽化対策、滑走路端安全区域の
整備を着実に実施します。

〇 空港の老朽化対策

熊本地震で被災した熊本空港について、地元との調整を図りつつ、空港運営事業の

民間委託（コンセッション）の手法を活用することによりターミナル地域の再建を推進します。

〇熊本空港ターミナル地域の再建

７

航空機がオーバーランまたはアンダーシュートを起こした場合の航空機の損傷軽
減対策として、ＩＣＡＯ(国際民間航空機関)勧告を踏まえた改正国内基準に基づき、
着陸帯両端に安全確保のために設けることとされている滑走路端安全区域（ＲＥＳ
Ａ）の整備を着実に実施します。

〇 滑走路端安全区域の整備

【オーバーラン事故の例】

事故概要

・平成25年8月5日 新潟空港着陸時に発生

・RESA内で停止したため、人的被害無し

・液状化層の地盤改良対策

：原則範囲

：可能な限り用地の確保に努める範囲 ※計器着陸用滑走路1,200m以上の場合

・RESAの長さおよび幅(国内基準_H29年4月改訂)

着陸帯

Ｗ

着
陸
帯
幅

２Ｗ

６０ｍ

２４０ｍ

９０ｍ

2
8

滑
走
路
幅 過走帯

空港監視レーダーの更新）

液状化層の地盤改良対策により、
舗装の損壊を防止



８

（４）空港経営改革推進

民活空港運営法に基づき民間による一体経営（航空系事業と非航空系事業の経営一体化）を実現
し、着陸料等の柔軟な設定等を通じた航空ネットワークの充実、内外の交流人口拡大等による地域活
性化を図ります。

特に、北海道内７空港等について公共施設等運営権を設定した場合の運営権者の公募手続きを進
めるとともに、他の国管理空港についても自治体・民間事業者から得られた運営形態や経営手法に関
する意見・提案を踏まえ、民間事業者への運営委託手法等の検討等を進めます。

【仙台空港】
東急前田豊通ｸﾞﾙｰﾌﾟが設立した新会社
（SPC：仙台国際空港株式会社）による運
営を開始（平成28年7月）

〈SPCによる運営の成果〉
・平成30年夏ﾀﾞｲﾔの週あたりの便は、
平成28年夏ﾀﾞｲﾔと比べ、36便増の403便
・平成29年度の利用客数は過去最高の
約344万人、とりわけ国際線の利用客数は
平成27年度と比べ、約1.75倍の増加 等

【高松空港】
三菱地所・大成建設・ﾊﾟｼｺﾝｸﾞﾙｰﾌﾟが設立した新会社（SPC：高松空港株式会社）による運営を開始
（平成30年4月）

〈SPCによる運営の成果〉
・国内線搭乗待合室のﾘﾆｭｰｱﾙ及び拡張
・事前精算機の新設や電子ﾏﾈｰ決済の導入等による駐車場の利便性向上 等

【福岡空港】
平成31年4月頃からの運営委託に向けて、平成30年5月に優先交渉権者（福岡ｴｱﾎﾟｰﾄHDｸﾞﾙｰﾌﾟ）を選定
し、8月に優先交渉権者が設立した新会社（SPC：福岡国際空港株式会社）と実施契約を締結
11月に新会社によるビル施設事業の開始

【北海道内７空港】
平成32年からの一体的な運営委託に向けて、平成30年4月より公募選定手続きを開始
（北海道内７空港：新千歳、稚内、釧路、函館、旭川、帯広、女満別）

【熊本空港】
平成32年4月頃からの運営委託に向けて、平成30年3月より公募選定手続きを開始

【広島空港】
平成33年4月頃からの運営委託に向けて、平成29年10月から民間投資意向調査を実施

国管理空港の検討状況

＜事業の概要＞ ３１年度予算額 ６（７）億円 ※（ ）内は前年度予算

空港運営民間委託スキーム

空港と周辺地域との調和ある発展を図るため、騒防法に定める特定飛行場の周辺地域につ
いて、騒音激甚区域からの移転補償、緩衝緑地帯の整備、学校等の教育施設及び住宅の防音
工事等の補助を推進し、航空機騒音による障害の防止・軽減、生活環境の改善を進めます。

Lden：航空機騒音のレベルを評価する尺度

（注）特定飛行場：国管理の事業対象空港 函館、仙台、東京国際、新潟、松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

概ね
Ｌｄｅｎ６２
ｄＢ以上（第１種区域）

Ｌｄｅｎ７３
ｄＢ以上（第２種
区域）

Ｌｄｅｎ７６
ｄＢ以上
（第３種区域）

Lden

57dＢ

Lden

76dＢLden

73dＢ
Lden

62dＢ

第１種区域（Lden６２dＢ以上）
・住宅の防音工事、空調機器の更新に
対する補助
・生活保護世帯等に対する防音工事で
設置した空調機器稼働費の補助

第２種区域（ Lden７３dＢ以上）
・土地の買入や建物等の移転補償

概ねLden５７dＢ以上の区域
・学校、病院等の防音工事、空調機器
更新に対する補助
・共同利用施設整備に対する補助

第３種区域（ Lden７６dＢ以上）
・騒音軽減効果のある緩衝緑地帯の整備

＜事業の概要＞ ３１年度予算額 ２９（５０）億円 ※（ ）内は前年度予算

（５）空港周辺環境対策事業



＜事業の概要＞

（６）地方空港における国際線の就航促進

「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月)が定める訪日外国人旅行者数２０２０年
４０００万人等の目標達成に向けては、地方への誘客促進が重要です。

このため、平成29年7月に全国２７空港 ※ を「訪日誘客支援空港」と認定し、各地域における国際線就
航を通じた訪日客誘致の取組の拡大に向けて、当該空港に対して、国による必要な支援を実施します。
※バンドリング予定の北海道6空港は1とカウント

訪日誘客支援空港

〈拡大支援型〉
静岡、仙台、熊本、茨城、北海道（稚内、釧路、函館、女満別、帯広、
旭川）、高松、広島、北九州、米子、佐賀、新潟、小松、青森、徳島、
鹿児島、南紀白浜、岡山、山口宇部、松山 計１９空港

〈継続支援型〉
長崎、那覇、大分、宮崎、花巻、
福島

計６空港

〈育成支援型〉
松本、下地島

計２空港

３１年度予算額 非公共予算 ８（１０）億円
※（ ）内は前年度予算

一般空港等 １，０１４（１，１１２）億円の内数
※（ ）内は前年度予算

※支援は新規就航・増便のみ対象 ・地域の同規模・同期間支援と協調

①国管理空港の国際線着陸料割引
[割引率１/２以上・最大３年間]

※継続支援型・育成支援型は、割引率１/２・最大１年間

②コンセッション/地方管理空港の国際線着陸料補助
[着陸料本則の１/３補助・最大３年間]

③新規就航等経費支援 [１/３補助・最大３年間]

・チケットカウンター設置・使用料等
・地上支援業務（グランドハンドリング）、融雪（デアイシング）経費等

新規就航・増便への支援

①航空旅客の受入環境高度化
・空港ビル等による出入国容量拡大等に資する
施設の整備（待合スペース、バゲージハンドリン
グシステム等）

⇒認定空港等にて実施
（拡大支援型を優先）

②CIQ施設の整備
・空港ビル会社等によるCIQ施設の整備

⇒認定空港（拡大支援型）にて実施

・海外PR等支援 ［観光庁・JNTO］ 等

JNTOによる海外におけるPR支援

関係部局・省庁との連携

⇒認定空港（拡大支援型）にて実施

【拡充】
・新規就航する国際定期便への支援強化
・新たな市場（東アジア４都市以外）とのチャーター便への支援強化

空港受入環境の整備等

【関連事項】 ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬの推進（観光庁予算）

【搭乗手続きの自動化・顔認証化】
搭乗

自動搭乗ゲート

チェックイン 保安検査場手荷物預入

自動チェックイン機 スマートレーン

チェックイン→搭乗までの自動化機器(共通）を顔認証システムで一元化

【手荷物輸送等の円滑化】

■スマートグラスアシスト ■タブレット ■自動運転トーイングカー ■自動運転ランプバス■手荷物搭降載補助機材

手荷物の搬送 旅客の移動

手荷物
預け

機内
積込

旅客
ターミナル

航空機

【地方空港のチェックイン手続きの円滑化】【地方空港のビジネスジェットへの対応】 【空港における情報発信】

世界最高水準の空港利用者サービスを提供するため、先端技術の活用等により、旅客が行う
諸手続きや空港内の動線を一気通貫で高度化することにより、手続きを迅速化する。
[補助対象事業者：空港ビル会社、空港会社等（補助率1/2)]

自動手荷物預け機

■CUTEシステム
（チェックインカウンターの共用化）

■ビジネスジェット専用動線 ■デジタルサイネージ
等で日本の魅力を
発信

９

３１年度予算額 ３５億円



１０

（８）持続可能な地域航空の実現に向けた協業の促進

＜事業の概要＞

＜事業の概要＞

離島航空路線は内陸路線に比べ旅客需要が小さく、運航距離が近距離でコスト面で割高である上、
人口減少、経済力の低下等により、離島航空路線をとりまく環境はますます厳しい状況にあります。

このため、離島住民の日常生活に不可欠である離島航空路線の維持及び安定運航の確保のため、
航空機購入費への補助を引き続き実施します。

生活交通の存続が危機に瀕している地域において、地域の特性・実情に最適な移動手段
が提供されるよう、「地域公共交通確保維持改善事業」により、離島航空路の運航費補助、
離島住民運賃割引補助を着実に実施します。

（９）離島の航空輸送等の確保

【関連事項】 地域公共交通確保維持改善事業 （総合政策局予算）

（７）地方航空路線活性化プラットフォーム事業

地方航空路線の維持・拡充のためには、地域の多様な関係者が主体的に取り組むとともに、地域
間の連携を深める必要があります。

このため、発地着地両側の地域連携（ペアリング）による路線の維持・拡充のための取組について、
平成２９年度から平成３１年度までの実証調査を実施します。

また、地域と地域をつなぐ場（プラットフォーム）を設置し、他地域の優良な取組事例に係るノウハ
ウの共有や官民・地域間の連携強化を促進するとともに、国として地域における航空路線の維持・
拡充のための取組の企画・立案に必要な情報発信を行います。

＜事業の概要＞

航空路線の維持・拡充に係る情報の展開

○自治体、協議会を集めた会議の開催等

成
果
・効
果
の

共
有
・横
展
開

航空路線の維持・拡充に係る新たな取組の実証

○地域のペアリングによる航空路線の維持・拡充に係る
取組の実証調査及び評価・検証

地方創生や観光立国の観点から地方航空路線の維持・活性化が期待されていますが、脆弱な経営
基盤、少数機材運営による高コスト構造等様々な課題を抱え、地域航空を取り巻く状況は極めて厳し
いものとなっています。

地域航空を持続可能なものとするためには、
スケールメリット創出のため系列等の枠を超えた
航空会社間の協業を一層深化させることが不可
欠です。

そのため、協業のために必要となるプロセスや
費用・効果を調査することで、系列を超えた航空
会社間の協業を促進します。

○ 系列を超えた会社間の販売連携による需要
拡大のための調査

系列を超えたコードシェアやチェックイン等のサービス連携
により需要拡大を図るため、以下の調査を実施します。

・必要となるシステム改修やその必要経費・期間
・サービス面での連携を行う際のシステムへの影響

３１年度予算額 ３５（５０）百万円
※（ ）内は前年度予算

３１年度予算額 １６（－）百万円
※（ ）内は前年度予算

３１年度予算額 ２７（２８）億円
※（ ）内は前年度予算

３１年度予算額（一般会計） ２２０（２０９）億円の内数
※（ ）内は前年度予算



１１

（２）次世代航空機の安全性審査方法の調査

○検討が必要な安全性基準の例
– 離着陸時はヘリコプターの様に垂直に飛行、巡航時は
小型飛行機の様に水平に飛行という、飛行中の形態の
変化に応じた安全性の評価

– 動力源を電動にすることに伴う、バッテリーの信頼性、
充電性能の評価

– 遠隔操縦・自動操縦を行う場合のサイバーセキュリ
ティを含めた操縦装置の評価

＜事業の概要＞

出典：Uber

（１）無人車両技術の空港運用への導入促進

✈

✈

課題抽出！

施設対応、
ルール等検討

シミュレーション・分析

既存GSE車両航跡、実証実験に
よる自動走行データを取得

シミュレーション分析、課題抽出、調整・検討

ランプバス トーイングトラクター、貨物ドーリー

航空機牽引車 空港除雪車

＜ H30年度＞
自動走行
実証実験開始
（官民連携）

＜ H31年度＞
自動走行
実証実験開始
（官民連携）

＜ H30年度＞
自動走行
試験運用開始
（民間）

＜ H31年度＞
自動走行
車両調査
（官）

地上支援業務や維持管理業務の省力化・効率化に資する無人車両技術を活用するため、運用効
率や安全性を確認するためのシミュレーションを実施するとともに、施設整備や運用ルールの課題を
抽出します。

＜事業の概要＞

＜期待される効果＞

・ 技術開発と並行して、施設整備の必要性の確認や新技術に則した運用ルールの策定を行うこと
による新技術実用化までの期間の短縮。

・ 空港運用に係る労働力不足への対応。

我が国においても、トヨタ出資
の 有 志 団 体 CART!VATOR
（カーティベーター）が、2020年
東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会での飛行を目指す
など、開発が進められている。

３．航空イノベーションの推進

３１年度予算額 ０．７（０．５）億円
※（ ）内は前年度予算

国土交通省は、経済産業省と合同で、官民の関係者が一堂に会する「空の移動革命に向けた官民協議
会」を開催し、日本における“空飛ぶクルマ”の実現に向けたロードマップの策定に取り組んできました。

「空飛ぶクルマ」 は電動、垂直離着陸など、従来の航空機・無人航空機とは機体形状や運航形態が大
きく異なり、既存の安全基準を適用することは困難であるため、我が国においても安全性審査を的確にで
きるよう、諸外国における安全性審査・実証実験の実施状況等を調査します。

３１年度予算額 １０（－）百万円
※（ ）内は前年度予算



東京福岡

データベース プログラム
分
離

バックアップ
機能確保

データの
安全を確保

１２

（３）先端技術の活用による空港運用・管理の高度化

空港の保守・点検において、レーザー技術や走行ガイド・画像解析技術などの先端技術を活用した
計測を行うとともに、得られたデータを分析して健全度評価及び劣化予測を行うためのシステムを運用
し、空港施設の管理機能強化を図ります。

＜期待される効果＞

＜事業の概要＞

・従来の手法では把握できない細かなひび
割れや傷を認識でき、迅速で高精度の劣化
予測が可能に。

・必要更新範囲等の精度が向上することにより、
従来以上に計画的な補修が可能となり、改良
コストの低減等に寄与。

レーザー技術の活用

走行ガイド・画像解析技術の活用

（舗装のくぼみやうねりの計測）

（舗装のひび割れの計測）

計測

ラインカメラ、
センサー

LED照明

舗装面上に
ひび割れ計測
位置を投影

運転席での表示

・必要更新年次

・必要更新範囲

・更新優先空港

精度向上による
舗装メンテナンスの

高度化

データ分析

健全度評価・劣化予測プログラム

システム運用

デ
ー
タ
活
用

（３０年度中に整備）

プロジェクションマッピングに
よる走行ガイドを表示

※（ ）内は前年度予算３１年度予算額 １（１）億円

（４）航空路整備事業

＜事業の概要＞ ※（ ）内は前年度予算３１年度予算額 ３５２（３５６）億円

航空交通の安全確保を最優先としつつ、首都圏などの混雑空港・空域における航空交通容量の拡大を
図り、より効率的かつ効果的な管制サービスを提供するため、引き続き管制施設、航空保安施設、通信施
設等の性能を確保するとともに、管制空域の抜本的再編や航空保安システムの高度化を推進します。

航空路管制空域の再編整備事業（空域の上下分離による処理容量の拡大）

将来の航空交通量の増大に対応するため、航空路管制空域を上下に分離する空域の抜本的再編を
行い、管制処理能力の向上を図ります。

統合管制情報処理システム整備事業

航空需要の増加に対応する基盤の一つとして、新しい管制情報処理システム（統合管制情報処理シス
テム）の整備を引き続き実施します。平成３１年度はレーダー情報処理拠点を４拠点から２拠点に統合す
るため航空路管制処理機能等の整備を行います。

札幌管制部

神戸管制部 福岡管制部
東京管制部

札幌管制部

200万機（東日本上下分離）（Ｈ３７年度）

西日本低高度（神戸管制部）

西日本高高度（福岡管制部）

東京管制部
札幌管制部

西日本低高度（神戸管制部）

高高度（福岡管制部）

東日本低高度
（東京管制部）

西日本上下分離（Ｈ３４年度～）180万機（現状）

データベースと
プログラムが一体

東京管制部

福岡管制部

那覇管制部

従来システム

・巡航機が中心となる「高高度」
・近距離及び空港周辺の上昇降下機
に専念する「低高度」

に上下分離 【現行イメージ】 【上下分離イメージ】

（高高度空域）

→「巡航」

（低高度空域）
→ 「上昇降下」

（低高度空域）

〔神戸〕 〔福岡〕 〔東京〕 〔札幌〕

（航空路空域）

「巡航」＋「上昇降下」

統合管制情報処理システム

※

※現在は神戸管制部へ機能を移行



テロ等の脅威に備え、保安検査の一層の厳格化を図りつつ、検査に係る旅客の負担を
抑えるなど、検査の円滑化も確保。

「航空セキュリティの向上」と「観光先進国実現」の両立に寄与。

先進的な保安検査機器の整備費については、空港設置管理者の１／２補助に加え、国として１／２を補助。

「テロに強い空港」を目指し、ボディスキャナーをはじめ、先進的な保安検査機器（爆発物自動
検知機器等）の導入を推進することにより、航空保安検査の高度化を図ります。

具体的には、先進的な保安検査機器については、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会開催までの導入を推進します。特にボディスキャナーについては、２０１９年ラグビーワール
ドカップ日本大会開催までの整備完了を目指します。

また、高性能Ｘ線検査装置等の導入に伴い必要となるターミナル改修への補助を実施します。

現行の接触検査に代わる
ものとして、自動的に非接
触で人体表面の異物を検

知する装置

４．セキュリティ・セイフティの万全な確保

＜事業の概要＞

ボディスキャナー

先進的な保安検査機器

（１）国産旅客機の開発に伴う安全性審査

［１］航空保安対策の強化

ＥＴＤ （蒸散痕跡物等

利用爆発物検査装置）
高性能Ｘ線検査装置

液体爆発物検査装置

機内手荷物用

受託手荷物用

機内持込・受託手荷物のＸ線検査機器のうち、爆発物を自動的に
検知するシステム

［２］安全で安定的な運航の確保

１３

期待される効果

３１年度予算額 １１２（５９）億円
国際拠点空港 ８８４（８１０）億円の内数

※（ ）内は前年度予算

４．セキュリティ・セイフティの万全な確保

＜事業の概要＞

飛行試験に対応した研修の強化
飛行試験の本格化に伴う
審査・試験業務の増加

製造国政府としての
安全性審査手法の充実

高い安全性 低燃費・低騒音 客室の快適性 優れた運航経済性

客室の快適性燃費の優位性 低騒音

セールスポイント

新たな国産旅客機について、我が国には製造国政府としての確実な安全性審査が求められて
います。このため、製造国政府としての安全性審査手法を確立し、設計資料の書類審査、各種試
験への立ち会い、装備品や航空機の製造に係る検査の実施等、安全性の審査を適確に実施す
ることにより、市場への円滑な投入・外国への輸出を支援し、航空機産業の振興にも寄与してい
きます。

 我が国で初めての国産ジェット旅客機（70～90席クラス）
 今後20年、世界で5000機以上の需要が見込まれる70～90席

クラス（リージョナルジェット機）の市場に投入

提供：三菱航空機㈱

（米国モーゼスレイクにおける飛行試験の様子）

３１年度予算額 １１７（１１１）百万円
※（ ）内は前年度予算



（２）小型航空機に係る総合的な安全対策の強化

近年の小型航空機による航空事故件数近年の小型航空機による死亡者数

＜事業の概要＞

小型航空機の事故が頻発
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死亡者数（人）
「自家用機」の事故による死亡者数（人）

今後の安全対策の方向性

(1) 小型航空機等に係る安全推進委員会・基礎情報の収集分析

小型航空機等に係る安全推進委員会 基礎調査の収集分析

国内外の航空事故等の背景、海外の安全対策等の状況など
を収集・分析し、委員会等における検討のために活用

有識者や関係団体等を交え、今後の小型航空
機等に係る安全対策のあり方を検討（年２回）

簡易型飛行記録装置

連
携

具体的な安全対策の推進

(2) 先進的な技術の活用

安全対策の方針・方向性
安全対策の状況・効果確認

安全対策の全体像

○ 平成２９年６月３
日、富山県で小型
飛行機が墜落し、
搭乗者４名が死亡

（写真はいずれもインターネット記事より）

小型航空機等に係る安全推進
委員会での検討

３１年度予算額 ６０（５２）百万円 ※（ ）内は前年度予算

〇 平成３０年８月
１０日、群馬県で救
難救助用ヘリコプ
ターが墜落し、搭
乗者９名が死亡

（H30はいずれも12月13日現在）

１４

（３）無人航空機の安全対策

＜事業の概要＞

○ オンラインサービス（ＤＩＰＳ）の充実強化

サービスの継続性・信頼性確保 機器を冗長化し、オンラインサービスの継続性・信頼性を確保

－３１年度に取り組む機能強化－

事故・トラブルの顕在化

○無人航空機による事故トラブルが
増加（H28:55件、H29：62件）

○平成29年11月には、イベントでの
飛行中に墜落し、３名が負傷する
事故が発生

円滑かつ確実な安全審査を実現するよう、
オンラインシステム（ＤＩＰＳ）を３０年４月より運用開始

オンライン申請

申請者 審査官

自動形式審査

審査完了

一層の利用促進のためには
ＤＩＰＳの機能強化が必須

近年急激に広がりをみせる無人航空機に関し、航空局ではオンラインサービスを導入・活用し、
確実な安全審査と円滑な飛行許可承認手続の実現に向けた取組を進めていきます。

有人機と無人機の飛行情報を共有するシステムの利用促進や将来の第三者上空の飛行等におけ
る技術要件等の確立に向けた環境整備を推進していきます。

○ 第三者上空の飛行に向けた検討・調査

訪日外国人等の禁止空域での飛行の未然防止のための多言語化 第三者上空の飛行に向け、詳細かつ具体的な要件検討のための
調査・検討の実施

・海外における目視外・第三者上空飛行の実用事例の調査
・現在の利活用事例からの追加課題の抽出 等

○ 飛行情報共有システム利用促進等

３１年度予算額 非公共予算 ７０（５４）百万円※空港整備勘定にも別途計上
※（ ）内は前年度予算

※新規

※新規
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急激に増加する申請件数

28年度：月平均 1,128 件
29年度：月平均 1,650 件
30年度：月平均 3,145 件（4月～10月）
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近年の小型航空機の事故の頻発を受け、平成２８年１２月から 「小型航空機等に係る安全推進委
員会」を定期的に開催し、有識者等の意見を踏まえながら今後の安全対策について検討しています。
「先進的な技術の活用」「安全情報発信強化」「操縦士に対する指導監督の強化」の今後の方向性を
踏まえて具体的な安全対策を推進し、自家用等の小型航空機の安全性向上の実現を図ります。

先進的な技術の活用

操縦士に対する指導監督の強化

安全情報発信強化

操縦士向け安全啓発動画

連
携

(4) 操縦士に対する指導監督の強化 ※拡充

小型航空機等の操縦
士に定期的な技能審
査を行う操縦技能審査
員に対する指導・監督
を強化

(3) 安全情報発信強化 ※新規

動画等の効果的な
コンテンツを作成
し、ＳＮＳ等を活用し
安全情報の発信を
強化

小型機用簡易型飛行
記録装置の活用に係
る実証実験の対象を
拡大し、調査・検討を
加速

15

18

14 13 12 13

10 10

13

24

11

18

11

12 11
9 8 7 7 5

8

13

22

8

13

8

0

10

20

H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

小型航空機
「自家用機」の事故の件数

http://3.bp.blogspot.com/-r5CbVGLkhHI/UOKDHMxtnsI/AAAAAAAAKLo/7iou_UR0Zdo/s1600/building_high.png
http://3.bp.blogspot.com/-r5CbVGLkhHI/UOKDHMxtnsI/AAAAAAAAKLo/7iou_UR0Zdo/s1600/building_high.png
http://4.bp.blogspot.com/-izqPA1NEZj0/VCkbhS-qzLI/AAAAAAAAnIQ/rg1czMp1tpI/s800/jishin_building_before.png
http://4.bp.blogspot.com/-izqPA1NEZj0/VCkbhS-qzLI/AAAAAAAAnIQ/rg1czMp1tpI/s800/jishin_building_before.png
http://2.bp.blogspot.com/-_LqAwlldqfk/UOKDIBaDdmI/AAAAAAAAKLw/uSpLmXpw-ow/s1600/building_mansion.png
http://2.bp.blogspot.com/-_LqAwlldqfk/UOKDIBaDdmI/AAAAAAAAKLw/uSpLmXpw-ow/s1600/building_mansion.png
http://3.bp.blogspot.com/-qcjhzMelDsc/Uyk_NY1dnRI/AAAAAAAAeN4/wAf-1pUwvgs/s800/tatemono_jutakugai.png
http://3.bp.blogspot.com/-qcjhzMelDsc/Uyk_NY1dnRI/AAAAAAAAeN4/wAf-1pUwvgs/s800/tatemono_jutakugai.png
http://4.bp.blogspot.com/-OIhyo6eeAqg/VZt5CBL8FUI/AAAAAAAAux8/Mq7-liXX-8I/s800/drone_haitatsu.png
http://4.bp.blogspot.com/-OIhyo6eeAqg/VZt5CBL8FUI/AAAAAAAAux8/Mq7-liXX-8I/s800/drone_haitatsu.png
http://4.bp.blogspot.com/-OIhyo6eeAqg/VZt5CBL8FUI/AAAAAAAAux8/Mq7-liXX-8I/s800/drone_haitatsu.png
http://4.bp.blogspot.com/-OIhyo6eeAqg/VZt5CBL8FUI/AAAAAAAAux8/Mq7-liXX-8I/s800/drone_haitatsu.png


１５

（４）航空を支える人材確保・育成

＜事業の概要＞

操縦士の養成・確保対策

＜事業の概要＞

整備士の養成・確保対策

ＬＣＣの急速な事業拡大や操縦士の大量退職等が見込まれる中、平成３０年度からの航空大学校の
養成規模の拡大（７２人→１０８人）に対応するほか、民間養成機関における操縦士の効率的な養成・確
保及び高質化を図るとともに、防衛省出身操縦士の民間分野における活躍促進のための取組等を推進
します。

○操縦士養成訓練プログラムの効率性向上等に
関する調査

○航空機の異常姿勢の予防及び回復に係る訓練
に関する調査

○防衛省出身操縦士の活躍促進に関する実証調査

(独)航空大学校における操縦士の養成規模拡大

民間と連携した操縦士の養成・確保の促進

増加する航空需要への対応が求められる中、今後整備士の大量退職が見込まれるなど、整備士の
養成・確保が喫緊の課題となっています。
このため、即戦力となる外国人整備士の活用や国内養成施設の基盤強化に向けた調査を行います。

• 諸外国における整備士養成・確保の現
状と対策の把握

• 民間養成機関の更なる活用検討 等

○我が国における整備士の養成確保に
関する調査
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航空機事故による要因別死亡者数
の割合

飛行中の
制御喪失

その他

滑走路逸脱・
誤進入等

制御された飛
行中の墜落

能力目標型訓練プログラムの導入による効率的な
操縦士養成の実現に向けた調査

防衛省出身操縦士向けの簡略化した訓練等により、
民間資格を円滑に取得できることを実証し、今後の
民間分野における活躍を促進する調査

航空機事故の防止に有用な訓練の義務化に向けた調査

航空機整備作業

航空保安検査員の人材育成対策

＜事業の概要＞

航空保安検査において「航空セキュリティの向上」と「観光先進国実
現」の両立を図るうえでは、保安検査員の技能向上も重要な要素とな
ります。このため、保安検査員の教育訓練に関する基準等を見直し、
検査能力・処理能力の向上を図ります。平成３１年度は、海外の検査
能力・処理能力の高い空港や検査員教育訓練施設における取組を
調査し、その結果を踏まえ、保安検査員の技能向上に向けた教育訓
練カリキュラムを策定します。

海外での保安検査の教育風景

訓練機教官 飛行訓練装置

平成３０年度からの養成規模の拡大に対応
した訓練を着実に実施します。

３１年度予算額 ２，５２３（２，４６６）百万円
※（ ）内は前年度予算

３１年度予算額 ６５（９２）百万円
※（ ）内は前年度予算

３１年度予算額 １８（－）百万円
※（ ）内は前年度予算

３１年度予算額 ０．２（－）億円
※（ ）内は前年度予算



重要インフラの緊急点検を踏まえた緊急対策（再掲）

３１年度予算額 １３９億円

点検概要：平成30年台風21号や平成30年北海道胆振東部地震による浸水・停電・施設の損傷等を

踏まえ、航空輸送上重要な空港等において護岸の状況、ターミナルビルの非常用電

源の設置箇所や管制に必要な電源設備の対策状況等の緊急点検を行いました。

点検規模：航空輸送上重要な空港等16空港※、航空交通管制部４施設※等

※16空港：羽田、成田、中部、関西、伊丹、新千歳、仙台、新潟、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇、

北九州、長崎、神戸

※４施設：札幌航空交通管制部、東京航空交通管制部、神戸航空交通管制部、福岡航空交通管制部

点検概要

緊急点検の結果、以下のような施設があることが判明しました。

・地下あるいは1階に設置され、高潮・高波・豪雨により浸水の可能性が懸念される無線施設

等の電源設備

・部分的な沈下等により嵩上げが必要な護岸

・耐震対策が必要な滑走路 等

点検で明らかになった主な課題

点検結果を受けた緊急対策

重要インフラの緊急点検結果を踏まえて、航空輸送上重要な空港等の電源設備や滑走路等につい

て浸水対策、耐震対策等の所要の対策を講じます。

関西国際空港における防災機能の強化

【平成30年度航空局関係補正予算の概要】

○ 航空輸送上重要な空港等に関する緊急対策

○ 空港等の防災・減災事業

＜事業の概要＞

平成３０年度に発生した台風等の豪雨・暴風による被害を踏まえ、空港等における防災機能

を向上させるために必要な誘導路改良等を実施します。

補正予算額 ９７億円

補正予算額 １１億円

＜事業の概要＞

１６

○ 災害時の避難所としての受入環境整備 補正予算額 ９６百万円

＜事業の概要＞

災害時の避難所に指定されている航空大学校宮崎本校について、学生のみならず周辺住民の

避難所としての機能を向上させ、国民生活の安全・安心の確保を図るため、避難所としての受

入環境整備を緊急に実施します。

補正名称変更

３１年度財政融資額 １，５００億円

平成３０年９月の台風第２１号により浸水被害を受けた関西国際空港において、運営権者が実

施する護岸の嵩上げ・排水機能の強化や電源設備等の浸水対策等の短期・中長期の総合的な対策

について事業費の１／２を負担する新関西国際空港株式会社（関西国際空港の設置管理者）に対

し、現下の低金利状況を活かし、財政融資を活用した支援を行うことで、防災機能の強化を推進

します。

電気設備の浸水対策
（大型止水板等設置、電気設備等の地上化 等）

（関西国際空港１期島）

超長期（40年）・固定の
財政融資1,500億円の追加

新関西国際空港(株)：
270億円程度の金利負担の軽減

防潮壁の
嵩上げ

護岸の
嵩上げ

防災機能強化に向けた事業の実施（事業例）

※関西エアポート(株)が実施する対策を
新関西国際空港(株)も１／２負担



【平成31年度航空局税制改正】

新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社及び中部国際空港株式会社に係る資本
割の課税標準の特例措置【延長】 （事業税）

１７

○資本割の課税標準について資本金等の額から一定割合を乗じた額を控除する特例措置の適用期限
を５年間延長する。 （平成３５年度まで）

「国際協力を使途とする資金を調達するための税制度(国際連帯税）」（外務省要望）の航空券への課税
に反対
→ 今年度の新設は認められず、今後の検討事項とされた （国際連帯税）

※国土交通省のスタンス

外務省からの要望である国際連帯税の新設について、仮に航空券に課税をするのであれば、受益と
負担の関係がないこと、フランス以外の欧米主要国は導入しておらず、世界の潮流ではないこと等の
理由から反対する。

外務省要望事項への反対

【内容】新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社 ： ５／６を控除
中部国際空港株式会社 ： ２／３を控除

航空需要の堅調な増加や「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」、「未来投資戦略
２０１８」等の政府方針を踏まえ、以下の項目を重点に航空局の体制を強化します。

【平成31年度航空局関係組織・定員措置の概要】

定員措置［ 158人 ］ ＊「高齢者・ＷＬＢのための定員」 10人を含む

Ⅰ．首都圏空港の機能強化 （6人）

○首都圏空港の処理能力の約8万回拡大に向けた体制の強化

○国際競争力の強化等に必要となる設備の整備の推進 等

Ⅱ．地方空港等のゲートウェイ機能強化 （68人）

○運営権委託による空港経営改革推進体制の強化

○那覇空港増設滑走路供用開始に伴う体制の強化 等

Ⅲ．航空イノベーションの推進 （60人、振替1人）

［１］航空イノベーションの推進

○「FAST TRAVEL」の推進

○グランドハンドリングの省力化・自動化推進 等

［２］管制処理能力の向上

○全国的な空域再編、アジア地域の交通量増大に伴う体制の強化 等

Ⅳ．セキュリティ･セイフティの万全な確保 （24人）

［１］航空保安対策の強化

○テロに強く安全で安心できる空港を目指した航空保安対策の強化 等

［２］安全で安定的な運航の確保

○操縦士・整備士の養成・確保に向けた体制の強化

○航空機からの落下物対策の強化 等



（参 考 資 料）
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       （　　歳　　　入　　）    （　　歳　　　出　　）

他会計
からの受入

空港整備勘定
自己財源

歳 出 合 計

純粋一般財源
372億円(8.7%)

航空機燃料税
522億円(12.2%)

着陸料等収入
827億円(19.3%)

航行援助施設
利用料収入

1,547億円(36.0%)

雑収入等
1,020億円(23.8%)

４，２８８億円

894億円
(20.9%)

3,394億円
(79.1%)

成田空港
81億円(1.9%)

羽田空港
733億円(17.1%)

関西空港等
31億円(0.7%)

中部空港
39億円(0.9%)

一般空港等
1,014億円(23.7%)

航空路整備
352億円(8.2%)

空港周辺
 環境対策

  29億円(0.7%)

維持運営費等
1,976億円(46.1%)４，２８８億円

離島航空
 事業助成

  27億円(0.6%)

空港経営
　改革推進
6億円(0.1%)

歳 入 合 計

１９

空港整備勘定の歳入・歳出規模（平成31年度予算額）

航空事業者等

雑収入等

空港整備勘定
空港関係
都道府県

空港関係
市町村

（単位：億円）

平成３１年度予算額 ４，２８８億円

２／１３→２／９

１／５ ４／５

１１／１３→７／９

航空機燃料税

１，０２０

空港使用料

着陸料等
航行援助施設利用料

２，３７３

（注） は平成２９年度から３ヵ年の特例措置の延長。

一般会計

航空機燃料税
５２２

一般財源
３７２

本則 26,000円/kℓ → 18,000円/kℓ
離島路線 19,500円/kℓ → 13,500円/kℓ
沖縄路線 13,000円/kℓ → 9,000円/kℓ

航空機燃料譲与税

空港整備勘定のしくみ



２０

国際

(46)

(81)

首都圏空港と諸外国の主要空港の発着回数等

羽田空港機能強化の進捗について

ロンドン（５）
ﾋｰｽﾛｰ・ｽﾀﾝｽﾃｯﾄﾞ・ﾙｰﾄﾝ
ｶﾞﾄﾞｳｨｯｸ・ｼﾃｨ
367都市
（国際352、国内15）

フランクフルト国際
275都市
（国際261、国内14）

ミュンヘン（１）
ミュンヘン
218都市
（国際201、国内17）

上海（２）
浦東、虹橋
204都市
（国際93、国内111）

香港（１）
香港国際
144都市
（国際144、国内0）

チャンギ国際
136都市
（国際136、国内0）

ドバイ（1）
ドバイ
214都市
（国際214、国内0）

北京（２）
北京首都、南苑（国内のみ）
244都市
（国際110、国内134）

ソウル（２）
仁川、金浦
150都市
（国際142、国内8）

ニューヨーク（３）
JFK、ﾆｭｰｱｰｸ、ﾗｶﾞｰﾃﾞｨｱ
226都市
（国際126、国内100）

パリ（２）
ｼｬﾙﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ、ｵﾙﾘｰ
301都市
（国際271、国内30）

都市名(空港数)
対象空港
就航都市数
（国際、国内）

国際

国内

108

※平成29年度時点の空港処理能力

東京（２）
成田、羽田
148都市
（国際97、国内51）

フランクフルト（１）

※乗り継ぎ客は含まず

シンガポール（１）
総旅客数

[百万人／年]

○ 首都圏空港処理能力７５万回化の達成により、容量面ではアジア諸国の主要都市トップクラス。
○ 欧米主要都市では年間発着回数が１００万回を超えているところもあり、更なる国際線旅客数等の増加のためには、

容量拡大の検討が必要。

（出典）
ACI Annual World Airport Traffic Dataset, 2018 

Edition:発着回数、旅客数
ＯＡＧ時刻表：就航都市数
（2018年3月25日～3月31日の定期旅客便のデータ）

117
170

(157)

48 64

(57)

40 45

(35)

64

(22)

102

52
87

(66)

127 132

(47)

71
101

(85) (88)
41

88

38
62

(62)

43
72

(72)

76

(30)

112

126

(50)

75（※）

総発着回数
[万回／年]

〇 羽田空港機能強化について、できるだけ多くの方にご理解いただけるよう、第５巡目となるオープンハウス型
住民説明会を開催するなど、丁寧な情報提供を実施。

○ 環境対策として、低騒音機の導入促進や高度の引き上げに取り組み、平成３０年４月に「航空機騒音防止法
施行令」等を改正し、地域型保育事業を行う施設等を新たに助成対象施設に追加。

○ 落下物対策として、落下物対策総合パッケージに基づいた総合的な対策に取り組む。

・騒音の要素も組み合わせた着陸料金
体系による低騒音機の導入促進。

・滑走路の着陸地点を海側にずらすこ
とによる飛行高度の引き上げ。

・「航空機騒音防止法施行令」等を改
正し、学校の防音工事の助成制度に
ついて、短時間での騒音影響によっ
ても補助を行うことが可能となるよ
う基準を改正。
併せて、家庭的保育事業・小規模保
育事業・事業所内保育事業・病児保
育事業を行う施設や認可外保育施設
を新たに助成対象施設に追加。

着陸地点の移設

高度引
き上げ

※概略参考図。

・羽田空港機能強化について、できるだけ多くの方にご理解いただけるよ
う、フェーズ５のオープンハウス型住民説明会を開催（平成30年12月～
平成31年２月、31会場（東京都24か所、埼玉県５か所、神奈川県２か
所））。

・今後も、オープンハウス型住民説明会の開催、ホームページや特設電話
窓口の活用、住民窓口の設置、関係自治体の方々へのきめ細やかなご説
明や情報提供など、引き続き丁寧な情報提供を実施。

・新飛行経路下への航空機騒音測定局の増設等により、常時、航空機の騒
音状況の測定及び情報提供を実施。

オープンハウス型説明会の様子

丁寧な情報提供 環境対策

騒音測定局（屋上設置時）



２１

落下物対策総合パッケージ（概要）

出典：空港管理状況調書（国土交通省航空局）
※発着回数は着陸回数の２倍とした。

国内主要空港の利用状況（平成２９年度）

（万人） （万回）



H32.1～ ７空港一体のビル経営開始
H32.6～ 新千歳空港
H32.10～ 旭川空港
H33.3～ 稚内・釧路・函館・

帯広・女満別空港

２２

国管理空港の運営委託（コンセッション）に関する検討状況
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路
・ビ
ル
の
資
産
調
査

（
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）

民
活
空
港
運
営
法
施
行

民
活
空
港
運
営
法
に
基
づ
く

基
本
方
針
の
策
定
・公
表

運
営
権
者
の
選
定
プ
ロ
セ
ス

Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
基
づ
く

実
施
方
針
の
策
定
・公
表

運
営
開
始

民
間
投
資
意
向
調
査

（
マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
）

【全体スケジュール（予定）】 個別空港ごとの取組

仙台空港 H25 H25.11～ H26.4 H26.6～ H28.7～

高松空港 ～H26 H27.10～ H28.7 H28.9～ H30.4～

福岡空港 ～H27 H28.7～ H29.3 H29.5～ H31.4～

運営委託（コンセッション）のスキーム

北海道内７
空港

～H29 H29.7～ H30.3 H30.4～

熊本空港 ～H29 H29.6～ H30.1 H30.3～ H32.4～

広島空港 ～H29 H29.10～ H30 H31～ H33～

仙台空港

国

国 北海道 帯広市 旭川市

(*)丘珠空港は、国
管理ではあるが、防
衛省との共用空港

仙台空港

東急グループ
前田建設
豊田通商

仙台空港スキーム

仙台国際空港
株式会社（※）

運営権

出資

北海道１３空港

新千歳 函館 釧路 稚内 中標津 女満別 紋別

奥尻 利尻 礼文

帯広 旭川

民間事業者

丘珠
(*)

関空・伊丹（・神戸）スキーム

新関空
会社

関西空港 伊丹空港

オリックス
ヴァンシ（仏）

他

神戸空港

神戸市

運営権

関西エアポート
株式会社

出資

（※）運営権者（仙台国際空港株式会社）は、仙台空港以外
の空港の運営を受託することができない。

が民間委託対象空港

関西エアポート
神戸株式会社

運営権

出資



２３

■対象航空機 ：９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補 助 方 式 ：補助対象航空機及びその部品の購入に要する費用の45%（沖縄路線に就航する場合は、

75 %）を補助

２．機体購入費補助

■一定の離島路線に就航する航空機について、通常の３／４へ軽減
１㎘ ＝ 26,000円 → 19,500円
※特例措置の期間（平成29年度～平成31年度）：１㎘ ＝ 13,500円に軽減

■沖縄路線に就航する航空機について、通常の１／２へ軽減
１㎘ ＝ 26,000円 → 13,000円
※特例措置の期間（平成29年度～平成31年度）：１㎘ ＝ 9,000円に軽減
※沖縄路線の適用対象には、沖縄県の区域内を結ぶ全路線も含む。

５．航空機燃料税の軽減

■ターボジェット機 （B737等） 一般路線の １/ ６
■その他航空機 （DHC-8-400等） 一般路線の １/ ８

うち、着陸料 ６ｔ以下（ｱｲﾗﾝﾀﾞｰ等） 一般路線の １/１６
航行援助施設利用料 15ｔ未満（SAAB340B等） 一般路線の １/１６

※以下の措置については、離島路線にも適用される。
最大離陸重量 50ｔ以下の小型機材に係る着陸料について、上記に加えて10％の軽減
最大離陸重量 15ｔ～20ｔの小型機材に係る航行援助施設利用料について、上記に加えて１／２の軽減

４．着陸料の軽減、航行援助施設利用料の軽減

■最大離陸重量 30ｔ～70ｔ（B737等） 取得後３年間１／３

その後３年間２／３に軽減
■最大離陸重量 30ｔ未満 （DHC-8-400等） 永久に１／４

６．固定資産税の軽減

■対象航空機 ：９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補 助 方 式 ：衛星航法補強システム（MSAS）受信機購入に要する費用の45%（沖縄路線に就航する

場合は、75%）を補助

３．衛星航法補強システム（MSAS)受信機購入費補助

離島航空路維持対策

■都道府県ごとに設置される協議会において、離島の生活に必要不可欠な航空路の確保維持の内容に
ついて検討を行い、生活交通確保維持改善計画を策定

■補助対象路線
経常損失が見込まれる路線のうち、
①最も日常拠点性を有する、
②海上運送等の代替交通機関により概ね２時間以上、
③２社以上の競合路線でない路線

■補助対象経費は、実績損失見込額と標準損失額のいずれか低い方
■補助対象経費の１／２以内を国が補助（残り１／２は地域で負担）
■制度拡充 （平成２３年度下半期～） 特別会計から一般会計へ移行

（平成２４年度～） 離島住民運賃割引の拡充を支援
（平成２６年度～） 離島住民運賃割引の基準運賃の引き下げ

最も日常拠点性を有する路線に準ずる路線については、
離島住民運賃割引の補助対象とできるよう要件を緩和

１．運航費補助



＜機体、操縦者、運航管理体制の更なる安全確保＞

• 民間団体等による講習会や運航管理マニュアルにつ
いて、一定の基準に適合しているものを国交省ＨＰ
に掲載し、これを利用する場合、審査を一部簡素化

• 離島、山間部等における荷物配送を、2018年頃に
本格化させる仕組みを導入

• 都市部等における荷物配送を、2020年代頃に本格
運用できるよう機体の認証制度や操縦者の資格制度
等について早期に検討・整備

• 許可・承認対象外の場合も講習会等の受講やマニュ
アル等の使用により安全を向上

平成27年12月10日に施行された改正航空法の運用を通じ、機体、操縦者及び運航管理体制といった要件
の具体化が進み、ガイドラインや民間団体等の取組も含め包括的なルール形成が進展

急速に進展する新技術の社会実装や利活用の多様化に対応するため、柔軟性を確保しつつ、可能なもの
から迅速・段階的にルールを整備

基本的な考え方

＜基本的飛行ルール＞

• 飲酒中の飛行禁止や出発前確認について周知啓発を進め、効果の検証結果を踏まえてルール整備
• 事故等情報の義務報告制度や、いわゆるヒヤリ・ハット情報の報告の仕組み、事故等情報の収集・分析シ
ステム構築を検討

＜航空機、小型無人機相互間の安全確保と調和＞

• 小型無人機と航空機の運航者等が参画する検討会
を早期に立ち上げ、2016年度末目途に有人機と
無人機、無人機同士の衝突回避ルール等を整備

• 空港等周辺において、誤作動･誤操作による危険
を未然に防ぐルールや対策を検討

• 有人機と無人機の運航者が、飛行情報を共有でき
る仕組みを構築。また、航空情報（ノータム）の
運用を改善

＜その他＞

• 加入保険の継続徹底など、安全意識の維持・向上
• プライバシーの保護や第三者の土地の上空飛行について、ガイドラインの周知や自主的ルールの策定を促進
• 所有者を把握する自主的取組を推進
• 目視外飛行を支える無線システムのあり方

制度設計の方向性

２４

空の産業革命に向けたロードマップ2018
小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備

小型無人機の更なる安全確保に向けた制度設計の方向性＜概要＞

2018年6月15日
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会

2018（年度） 2019 2020～
ドローンが飛行する

2020年代の空の在り方
必要な技術や制度等

第三者上空飛行に関する論点整理

目視外飛行等の運用実績や事故情報の収集・分析

目視外飛行
に係る審査
要領の改訂

福島ロボットテストフィールド（福島RTF）

順次開所  広域飛行区域、通信塔  風洞棟、インフラ構造物等 滑走路等

機体、飛行させる者や体制に係る要件の検討

国際標準化、国内規格化飛行試験等 試験データ等機体の安全性・信頼性の評価手法の検討

環
境
整
備

高い安全性と利便性の

空の運航管理

 UTMSの本格的な社会実
装

 航空機、無人航空機相互
間の安全確保と調和

 国際標準との整合

高い安全性と信頼性の機体

 落ちない・落ちても安全

 高度な自律飛行

ドローンの安全・安心な
利活用のための環境整備

 第三者上空飛行等に係る
審査要領の改訂

 機体の安全性・信頼性の
認証、識別、登録に係る
制度

 操縦者や運航管理者の資
格制度

 事故の義務報告制度、被
害者救済ルール

 運航管理に関するルール

空の産業革命に向けた総合的な検討 論点整理（機体の登録と識別、被害者救済、サイバーセキュリティ等） 各論の検討

緩衝ネット付飛行場

制度の方向性の検討
（技術開発に応じて）

要件の検討
（技術開発に応じて）必要に応じて順次ルールを明確化

地域限定型「規制のサンドボックス」制度の創設、運用

ISO, JIS等

更なる高度化の検討
 飛行情報共有機能

更なる利便性の向上

ドローン情報基盤システム（DIPS）

 電子申請サービスの開始

電波利用の環境整備 電波利用の在り方に関する調査検討等

国内制度等の整備 新制度の運用
携帯電話等の上空利用
性能評価・国際標準化の対応

レ
ベ
ル
４
の
要
件
や
基
準
の
明
確
化

通
信
や
実
験
等
に
係
る
環
境
整
備

航空機と無人航空機相互間の安全確保と調和のためDIPSとUTMSの連携を検討

技
術
開
発

Ⅱ 第三者に対する安全性の確保 ⅰ信頼性の確保（機体や通信の信頼性、耐環境性等）ⅱ危害の抑制（衝突安全性等）

Ⅰ 目視を代替する機能の実現

無線システムの比較・評価検討 実証・検証 制度の方向性の検討 国際標準化、国内規格化

飛行
実証衝突回避技術 電波・光波センサ等の開発と統合

運航管理システム（UTMS）全体設計、各システムの開発と統合 運航管理の高度化・知能化
• 機体の自律化・知能化
• 電波利用技術の高度化 等

遠隔からの機体識別と飛行位置把握 福島RTFを活用して飛行試験等を行う

機体状態や周辺環境の把握と対応、電波の利用技術、 その他の技術開発 等

運航管理や衝突回避にも活用

レ
ベ
ル
４
が
許
容
さ
れ
る

安
全
性
・
信
頼
性

2020年 目標

レベル３ 無人地帯※での目視外飛行（補助者なし）※山、海水域、河川、森林等

レベル１～２ 目視内飛行（1 操縦 2 自動・自律） 更なる利活用の拡大

利
活
用

2018～ 2020年代前半～

レベル４ 有人地帯での目視外飛行

離島や山間部への荷物配送、被災状況調査 等 都市の物流、警備 等

高いレベルへ

（機体重量、人口密度等）（第三者上空）

活用



２５

地方空港における国際航空ネットワークの展開
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都
市

3
9
3
便

那
覇
：
6
都
市

5
9
便

1
4
都
市

2
3
0
便

※
2
0
1
3
年
(時
刻
表
)・
2
0
1
8
年
(事
業
計
画
認
可
)で
集
計
し
て
い
る
た
め
参
考
値
。

地
方
空
港
に
お
け
る
国
際
定
期
旅
客
便
の
推
移

2
0
1
8
W

1
1
3
3
.5
便

2
0
1
7
W

1
0
0
2
.5
便

2
0
1
3
W

5
6
2
便

約
1
3
％
増

約
1
0
2
％
増

各
空
港
の
国
際
定
期
旅
客
便
の
状
況

2
0
1
8
年
冬
期
ダ
イ
ヤ
当
初
に
お
け
る
週
当
た
り
の

国
際
定
期
旅
客
便
数
。

【
表
記
：
行
き
先
（
経
由
地
）
】

就
航
都
市
数
・
総
便
数
に
は
経
由
地
も
含
む
。

（
2
0
1
8
年
冬
期
事
業
計
画
認
可
を
も
と
に
作
成
）



航空分野のインフラ国際展開

海外における航空インフラプロジェクトについては、アジア等における航空需要の拡大を
背景として、優れた技術や海外プロジェクトへの経験を有する我が国企業にも多くのビジネ
スチャンスが見込まれている一方、市場獲得の競争も激化しています。
このため、相手国政府への働きかけや情報収集等、我が国企業の受注獲得に向けた取組み
を実施します。

アジア周辺の主なインフラ案件
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バングラディシュ

ネパール

モンゴル

ミャンマー

ラオス

ベトナム

フィリピン

インドネシア

インド

スリランカ

ロシア

パラオ

・トリブバン国際空港運営・拡張・改修事業
・航空安全機材運用維持管理能力向上事業
・主要空港航空安全設備整備計画

・ドレラ新国際空港建設・運営事業

・バンダラナイケ国際空港改善事業
（フェーズ２）

・ハバロフスク国際空港ターミナル建設・運営事業

・新ウランバートル国際空港運営事業

・ナザブ空港改修事業

・ロンボク国際空港拡張・運営事業
・空港公社（アンガサプラ）管理空港民営化（クアラナム他）
・航空機安全性及び効率性向上事業

・パラオ国際空港運営事業

・新マニラ空港整備計画

・ハズラット・シャージャーラール国際空港拡張事業
・ダッカ新国際空港整備計画

・ハンタワディ国際空港建設・運営事業
・地方空港民営化
・次世代航空保安システムへの移行に係る
協力開発事業
・ヤンゴン空港等監視レーダーシステム整備
計画（仮称）

・ウタパオ空港開発計画

・ロンタイン新国際空港建設・運営事業

パプアニューギニア

タジキスタン

・航空管制能力強化事業

タイ

・ワッタイ国際空港ターミナル運営事業

シンガポール

・チャンギ国際空港拡張事業
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